
武雄市定員適正化計画

平成１９年３月



１ 現在までの職員数の状況

武雄市は、平成１８年３月に、旧武雄市、旧山内町、旧北方町の合併により、新・武雄市としてス

タートしました。

合併前の１市２町においては、事務事業の見直し、組織・機構の簡素合理化、民間委託などに取り

組み、効率的な事務執行体制の整備と適正な職員配置に努めてきました。

また、平成１８年４月の職員採用については、合併協議の申し合わせにより、看護師以外の職の採

用を行わず、合併後の職員配置の適正化に努めました。

その結果、職員数（市民病院職員及び杵藤地区広域市町村圏組合派遣職員を除く。）は、合併後の

平成１８年４月１日時点で４５３名となり、平成１３年４月１日時点の５２９名から７６名の減にな

っています。

⑴ 部門別職員数の推移

（単位：人）

区 分

部 門
Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

武雄市 ２３４ ２３４ ２３２ ２２５ ２１０

山内町 ６３ ６１ ６２ ６２ ６０

北方町 ６４ ６４ ７１ ６８ ６３

処理組合 ８ ８ ８ ８ ７

３２４
一般行政部門

小 計 ３６９ ３６７ ３７３ ３６３ ３４０ ３２４

武雄市 ５０ ４９ ４８ ４５ ４８

山内町 １８ １７ １８ １８ １８

北方町 ２６ ２５ ２５ ２５ ２２

８５
教育行政部門

小 計 ９４ ９１ ９１ ８８ ８８ ８５

武雄市 ４０ ３８ ３６ ３６ ３９

山内町 １３ １４ １４ １４ １２

北方町 １３ １１ ５ ５ ４

４４公営企業等部門

(市民病院を除く)

小 計 ６６ ６３ ５５ ５５ ５５ ４４

武雄市 ３２４ ３２１ ３１６ ３０６ ２９７

山内町 ９４ ９２ ９４ ９４ ９０

北方町 １０３ １００ １０１ ９８ ８９

処理組合 ８ ８ ８ ８ ７

４５３
合 計

小 計 ５２９ ５２１ ５１９ ５０６ ４８３ ４５３

対前年度比較 － △ ８ △ ２ △１３ △２３ △３０

減員数累計 － △ ８ △１０ △２３ △４６ △７６

※１ 各年度の職員数は４月１日時点の数値で、教育長及び杵藤地区広域市町村圏組合派遣職員

を除く一般職の職員数

２ 公営企業等部門の職員数は、武雄市民病院を除く特別会計職員数

⑵ 職種別職員数

平成１８年４月１日現在職員数 （単位：人）

一 般

職 員
保育士 教 諭 保健師 栄養士

技 能

労務職
合 計

３６１ ２３ ４ １３ １ ５１ ４５３



⑶ 年齢構成

２ 定員管理の現状

⑴ 定員モデルとの比較

総務省による「定員モデル」は、一般行政部門（議会、総務、税務、福祉、経済、土木）を対象

とし、住民基本台帳人口や世帯数、面積、事業所数、各産業人口など、地方公共団体の行政需要と

密接に関係すると考えられる指標と職員数との相関関係を分析し、これに基づいて各地方公共団体

の参考となる職員数を自ら算出できるように作成された算式です。

この定員モデル試算値を用いた比較では、下表のとおり平成１８年４月１日現在で１０名下回っ

ています。

○定員モデルとの比較 （平成１８年４月１日現在 単位：人）

大部門 部門 対象職員数 試算値 超過数

議 会

総 務

税 務

１３７ １４１ △ ４

民 生
福 祉

衛 生
１０１ １０６ △ ５

労 働

農 林経 済

商 工

４２ ４６ △ ４

土 木（建設） ４３ ４０ ３

一般行政 計 ３２３ ３３３ △ １０

※ 部門は地方公共団体定員管理調査によるもので、教育、公営企業等会計部門は除きます。

※ 対象職員数は、杵藤地区広域市町村圏組合派遣者及び休職者１名を除いた職員数です。
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⑵ 類似団体との比較

類似団体別職員数は、人口と産業構造を基準に類似した団体における各部門別の職員数の平均を

示したものです。定員モデルより更に詳しく部門別の比較ができることから、総数での比較よりも

部門ごとに超過或いは過小となる職員数の把握が可能となります。

ただし、団体の重点施策・事業或いは地域の実情に合わせて職員を積極的に配置する場合もある

ことから、単に職員数だけをもって他の自治体と比較することは難しい面もありますが、部門別職

員数の比較の指標とすることができます。

類似団体（人口規模が５万人以上１０万人未満で、産業構造別人口において、第Ⅱ次・第Ⅲ次産

業人口比率が全体の９５％未満で、かつ第Ⅲ次産業人口比率が全体の５５％以上の団体）の職員数

との比較は下表のとおりで、平成１８年４月１日現在２名の超過となっています。

この中で、民生、商工及び教育部門の職員数については類似団体を下回っていますが、他の部門

においては類似団体を上回っている状況です。

○類似団体との比較 （単位：人）

大部門 部門 本市対象職員数 類似団体職員数 超過数

議 会 ６ ５ １

総 務 ９７ ９２ ５

税 務 ３５ ２７ ８

民生 ７２ ８２ △ １０
福 祉

衛生 ２９ ２４ ５

労働 １ １ ０

農林 ３０ ２５ ５経 済

商工 １１ １３ △ ２

土木（建設） ４３ ４３ ０

一般行政 計 ３２４ ３１２ １２

教 育 ８５ ９５ △ １０

普通会計 計 ４０９ ４０７ ２

※ 類似団体職員数の対象職員は、上記の表に掲げる部門の職員であり、病院、水道、下水道、

国保、競輪の公営企業等会計部門の職員は対象外です。

※ 民生及び教育部門の職員数が類似団体を下回っているのは、類似団体と比較して保育所の職

員数が１２名、幼稚園の職員数が１３名少ないことが大きな要因です。

３ 今後の定員適正化の取り組み

武雄市を取り巻く財政状況は依然として厳しい状況であり、将来においても合併に伴う優遇措置が

１０年後には消滅することや高齢化の更なる進展により社会保障費等の増大が見込まれる中、国が巨

額な債務を抱える今日の状況においては、国からの財政支援を期待することは困難であり、自立可能

な行財政の確立を図る必要があります。

以上のことから、次に掲げる方針に基づき定員適正化の推進を図ります。

⑴ 基本方針

① 本計画は、武雄市行政改革プランの具体的方策に掲げている事務事業の見直し、民間活力の導

入、組織体制の見直し等の実施項目を着実に実行し職員数を削減します。



② 新たな行政需要と団塊の世代の大量退職を踏まえ、計画的な採用に配慮しながら、部局間での

柔軟かつ適正な人員配置に努め、可能な限り職員数を増やさずに対応します。

③ 合併効果を最大に活かしながら職員数を削減します。

⑵ 計画期間

平成１８年４月１日の職員数を基準とし、平成２３年４月１日までの５年間とします。

⑶ 計画の目標数

平成２３年４月１の目標職員数を３９０人（杵藤地区広域市町村圏組合派遣職員及び武雄市民病

院の職員を除く）とし、基準の平成１８年４月１日時点の職員数４５３人との比較で６３人（１３．

９％の削減）の減員を目標とします。

⑷ 年度別職員数

（単位：人）

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

職 員 数 ４５３ ４３９ ４３４ ４２０ ４０２ ３９０

採 用 予 定 数 ０ ７ ６ ７ ７ ８

退 職 予 定 数 ２１ １１ ２１ ２５ ２０ －

前 年 度 比 較 － △１４ △５ △１４ △１８ △１２

Ｈ１８ 比 較 － △１４ △１９ △３３ △５１ △６３

※ 職員数は、４月１日時点の数値で市民病院の職員及び杵藤地区広域市町村圏組合派遣職員

を除く一般職の職員数

※ 平成２０年以降の退職予定数は、定年退職者数を記載している。

⑸ 定員適正化の手法

次の項目を実施することにより、職員の退職・採用管理を計画的に実施し、職員採用を抑制して

職員数を削減します。

また、計画期間中においては、新たな行政需要を踏まえながら、年度ごとに状況や実績の検証・

見直しを行い、次年度以降の人員配置や職員採用に反映させることで計画の達成を図ります。

① 事務事業の改善・整理合理化、組織機構の統合整備

・ 事務の効率化、高度情報化の推進

・ 組織機構の再編

・ 本庁・支所の役割分担の明確化

・ 嘱託職員等の活用

② 民間委託の推進、施設の管理運営の見直し、

・ 公立保育所、学校給食センター調理業務、幼稚園の民営化

・ 図書館の管理運営の見直し

４ 計画の進行管理について

国の行政改革推進を背景として、地方交付税や国庫補助金の削減など、地方行政を取り巻く環境は

絶えず変化しています。

そのような状況において、行政サービスの低下を招かず、魅力あるまちづくりを進めためには、市

民の理解を得て、市民力・地域力との協働による行政運営を積極的に進める必要があります。

本計画の推進にあたっては、「市民の理解」をキーワードとして、その進行状況を市民に公表する

とともに、状況の変化に応じて必要な計画の見直しを行います。


